
※環境省作成資料を一部改変

動物一般

“特定動物”

　　哺乳類・鳥類・爬虫類

哺乳類・鳥類・爬虫類　　　

（実験・畜産動物を除く）　　

　　　　“愛護動物”

　　　　　　①主なペット種（※）

　　　　　　②人の占有動物（哺乳類・鳥類・爬虫類）

犬・猫＋α

犬・猫

動物愛護管理法によって異なる動物種の対象範囲（模式図）

※主なペット種： 牛，馬，豚，めん羊，山羊，犬，猫，いえうさぎ，鶏，いえばと及びあひる

【２条】みだりな殺傷への規制（努力規定）

【７条】動物による人への危害の防止（努力規定）

【40条】動物を殺傷する場合の苦痛の軽減（努力規定）等

【25条の２】危険動物の飼養規制　等

【10条】動物取扱業の規制　等

【36条】負傷動物等の発見通報（努力規定）

　　　　負傷動物等の収容義務　等

【35条】引取り義務　等

【44条】殺傷，虐待の禁止

　　　　遺棄の禁止　等

旭川市条例での対象範囲
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